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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 6,000,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
社における標準的な株式であります。なお、単元株式
数は100株であります。

 

(注) １　本有価証券届出書による当社普通株式に係る募集については、2026年５月18日(月)開催の取締役会において

発行を決議しておりますが、その発行については、2026年６月27日(土)開催予定の当社定時株主総会におい

て、本新株発行による大規模な希薄化の議案が承認される事等が条件となります。

２　振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号

３　当社は普通株式以外に、Ａ種種類株式を発行しております。Ａ種種類株式の内容は以下の通りであります。

　　なお、Ａ種種類株式における単元株式数は１株であります。

 
１．優先配当

(1) 当社は、剰余金の配当を行うとき（配当財産の種類を問わない。）は、当該配当に係る基準日の最終の

株主名簿に記載又は記録されたＡ種種類株式を有する株主（以下「Ａ種種類株主」という。）又はＡ種

種類株式の登録株式質権者（以下「Ａ種種類登録株式質権者」という。）に対し、同日の最終の株主名

簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式

質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種種類株式１株につき、Ａ種種類株式の

１株あたりの払込金額1,000,000円（以下「Ａ種配当基準額」という。）に対し、Ａ種優先配当年率を

８％として、当該基準日が属する事業年度の初日（同日を含む。）から当該配当の基準日（同日を含

む。）までの期間につき月割計算（但し、１か月未満の期間については年365日の日割計算）により算

出される額の配当をする（以下「Ａ種優先配当」という。）。但し、既に当該事業年度に属する日を基

準日とするＡ種優先配当を行ったときは、かかる配当済みのＡ種優先配当の累積額を控除した額をＡ種

優先配当として支払う。

 
(2) 累積

Ａ種種類株式の発行された事業年度以降のある事業年度におけるＡ種種類株式１株あたりの剰余金の配

当の額がＡ種優先配当基準額にＡ種優先配当率８％を乗じた額（以下「Ａ種優先配当金」という。）に

達しないときは、Ａ種種類株式１株あたりの不足額（以下「Ａ種累積未払配当金」という。）は翌事業

年度の初日（同日を含む。）以降、実際に支払われた日（同日を含む。）まで、年率８％で１年毎の複

利計算により累積する。当社は、Ａ種累積未払配当金がある場合に剰余金の配当を行うとき（配当財産

の種類を問わない。）は、Ａ種種類株主又はＡ種種類登録株式質権者に対し、第（1）号に基づくＡ種

種類株主又はＡ種種類登録株式質権者に対する剰余金の配当及び普通株主又は普通登録株式質権者に対

する剰余金の配当に先立ち、Ａ種種類株式１株につき、Ａ種累積未払配当金を剰余金の配当として支払

う。

 
(3) 非参加

当社は、Ａ種種類株主又はＡ種種類登録株式質権者に対し、第（1）号及び第（2）号に基づく剰余金の

配当以外に剰余金の配当を行わない。

 
(4) Ａ種配当基準額の調整

Ａ種配当基準額は、次に定めるところに従い調整する。

①　Ａ種種類株式の株式分割又は株式併合が行われたときは、Ａ種配当基準額は、次のとおり調整する。

なお、次の算式中の「分割・併合の比率」とは、株式分割又は株式併合後のＡ種種類株式の発行済株

式総数を株式分割又は株式併合前のＡ種種類株式の発行済株式総数で除した数をいう。
 

調整後

Ａ種配当基準額
＝

調整前

Ａ種配当基準額
×

１

分割・併合の比率
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②　Ａ種種類株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分（株式無償割当てを含む。）を行っ

たときは、Ａ種配当基準額は、次のとおり調整する。なお、次の算式中の「既発行Ａ種種類株式の

数」とは、当該発行又は処分の時点におけるＡ種種類株式の発行済株式総数から当社が保有する自己

株式（Ａ種種類株式に限る。）の数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、次の算式中の

「新発行Ａ種種類株式」は、「処分する自己株式（Ａ種種類株式に限る。）」と読み替えるものとす

る。
 

 
調整後Ａ種

配当基準額

 
＝

既発行Ａ種

種類株式の数
×
調整前Ａ種

配当基準額
＋
新発行Ａ種

種類株式の数
×
新発行Ａ種種類株式の

１株あたりの払込金額

既発行Ａ種種類株式の数＋新発行Ａ種種類株式の数
 

 

③　①及び②に基づく調整後Ａ種配当基準額の算出において発生する１円未満の端数は、四捨五入するも

のとする。

 
２．残余財産の分配

(1) 当社は、残余財産の分配をするときは、Ａ種種類株主又はＡ種種類登録株式質権者に対し、普通株主又

は普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種種類株式１株につき、次の①乃至③を合計した額（以下「Ａ種残

余財産分配額」という。）を残余財産の分配として支払う。

①　Ａ種配当基準額(１円未満の端数は、四捨五入するものとする。)

②　Ａ種累積未払配当金

③　残余財産の分配が行われる日（以下「分配日」という。）において、分配日の属する事業年度の初日

（同日を含む。）から分配日（同日を含む。）までの日数にＡ種優先配当額（Ａ種配当基準額に８％

を乗じて得られる額をいう。）の額を乗じた金額を365で除して得られる額（１円未満の端数は、四

捨五入するものとする。）をいう。但し、分配日の属する事業年度において、既に当該事業年度に属

する日を基準日とするＡ種優先配当を行ったときは、その額を控除した額とする。

(2) 非参加

当社は、Ａ種種類株主又はＡ種種類登録株式質権者に対して、Ａ種残余財産分配額を超えて残余財産の

分配を行わない。

 

３．議決権

Ａ種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、全ての株主を構成員とする株主総会において議決

権を有しないものとし、Ａ種種類株主を構成員とする種類株主総会において、Ａ種種類株式１株につき１

個の議決権を有する。

 

４．金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

(1) Ａ種種類株主は、いつでも、当社に対して金銭の交付と引換えに、その保有するＡ種種類株式の全部又

は一部を取得することを請求することができるものとし（以下「金銭対価取得請求」という。）、当社

は、当該Ａ種種類株主又はＡ種種類登録株式質権者に対し、Ａ種種類株主が取得の請求をしたＡ種種類

株式を取得するのと引換えに、Ａ種種類株式１株につき、下記(2)において定める取得対価に相当する

額の金銭を交付するものとする。

(2) 金銭対価取得請求が行われた場合におけるＡ種種類株式１株あたりの取得対価は、Ａ種配当基準額に、

金銭対価取得請求がなされた日におけるＡ種種類株式１株あたりのＡ種累積未払配当金及びＡ種経過優

先配当金相当額（上記２、(1)③に準じて算定される。）を加えた金額とする。

 

５．普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)

Ａ種種類株主は、いつでも、当社に対して当社の普通株式の交付と引換えに、その保有するＡ種種類株式

の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当社は、当該Ａ種種類株主又はＡ種種

類登録株式質権者に対し、Ａ種種類株主が取得の請求をしたＡ種種類株式を取得するのと引換えに、下記

(1)において定める数の当社の普通株式を交付するものとする。

 
(1) Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

(a) Ａ種種類株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数は、次のとおりとする。
 

 
取得と引換えに交付

すべき普通株式の数

 
＝

Ａ種種類株主が取得の請求をした

Ａ種種類株式の払込金額の総額

取得価額
 

 

(b)Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切

り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしないものと

する。
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(2) 取得価額

Ａ種種類株式の取得価額は、2023年７月31日における時価の90％（円単位未満小数第１位まで算出し、

その小数第１位を切り捨てる。）に相当する金額とする。但し、当該金額が73円を下回る場合には、Ａ

種種類株式の取得価額は73円とする。

 上記「2023年７月31日における時価」とは、2023年７月31日（当日を含まない。）に先立つ５連続取

引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の終値の単純平均値（終値のない日数を除く。円

単位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨てる。）に相当する金額とする。

(3) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①　普通株式につき株式分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。な

お、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「分割前発行済普通株式数」は「株式無償割

当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行

済普通株式数」は「株式無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株

式を除く。）」とそれぞれ読み替える。
 

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

 

調整後取得価額は、株式分割又は株式無償割当ての効力が生ずる日をもって、これを適用する。

②　普通株式につき株式併合をする場合、株式併合の効力が生ずる日をもって、次の算式により取得価

額を調整する。
 

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

 

③　時価を下回る金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償

割当ての場合、当社が株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本

③において同じ。）の取得と引換えに普通株式を交付する場合、普通株式を目的とする新株予約権

の行使による場合又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合

を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。調整後取

得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、これを適用

する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普

通株式」は「処分する当社が保有する普通株式」、「当社が保有する株式」は「処分前において当

社が保有する普通株式」とそれぞれ読み替える。
 

 
 

調整後

取得価額

 
 
＝

 
 

調整前

取得価額

 
 
×

 
 

(発行済普通株式の数

－当社が保有する普通株式の数)

 
 
＋

新たに発行する

普通株式の数
×

新たに発行する普通

株式の１株あたりの

払込金額

時価

(発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数)

＋新たに発行する普通株式の数
 

 

④　当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、時価を下回る価額をもって普通

株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含

む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④にお

いて同じ。）（株式無償割当ての場合にはその効力が生じる日）に、発行又は処分される株式の全

てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株あ

たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取

得価額は、払込期日の翌日以降、また株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

これを適用する。

⑤　行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式１株あたりの新株予約権の払込金

額と新株予約権の行使に際して出資される金銭又は財産の合計額が時価を下回る価額をもって普通

株式の交付を受けることができる新株予約権を発行又は処分する場合（新株予約権無償割当ての場

合を含む。）、かかる新株予約権の割当日（新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる

日）に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付された

ものとみなし、取得価額調整式において「１株あたりの払込金額」として普通株式1株あたりの新

株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される金銭又は財産の普通株式１株あたりの

価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株

予約権の割当日の翌日以降、また新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以

降、これを適用する。
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(b) 上記（a）に掲げた事由によるほか、下記①及び②のいずれかに該当する場合には、当社はＡ種種類

株主及びＡ種種類登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取

得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

①　合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、株式交付、

吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継

又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②　前①のほか、普通株式の発行済株式総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又

は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。

(d) 取得価額調整式において使用する普通株式１株あたりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立

つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の終値の単

純平均値（終値のない日数を除く。円単位未満小数第１位まで算出し、その小数点以下第１位を切り

捨てる。）とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にと

どまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

(4) 取得請求受付場所

大阪市阿倍野区阪南町二丁目20番14号

マルシェ株式会社

(5) 取得請求の効力発生

(a) 普通株式を対価とする取得請求権を行使しようとする場合、当社が定める様式による行使請求書に、

その行使に係るＡ種種類株式の数並びに当該行使の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、これ

を上記（4）に定める取得請求受付場所に提出しなければならない。

(b) 普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力は、行使に必要な書類の全部が上記(4)に定める取得

請求受付場所に到達した日に発生する。

 

６．普通株式の交付方法

当社は、普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力発生後において、当該行使に係るＡ種種類株主が

指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことによ

り普通株式を交付する。

 

７．金銭を対価とする取得条項(強制償還)

(1) 当社は、いつでも、取締役会が別に定める日の到来をもって、Ａ種種類株式の全部を取得することがで

きるものとし、当社は、Ａ種種類株式を取得するのと引換えに、当該Ａ種種類株主又はＡ種種類登録株

式質権者に対し、Ａ種種類株式１株につき、下記(2)において定める取得対価に相当する額の金銭を交

付するものとする。この場合、当社は、当該取締役会の開催日の30日前までに、Ａ種種類株主又はＡ種

種類登録株式質権者に対して、Ａ種種類株式の取得を予定している旨及び取得を予定しているＡ種種類

株式の数を通知する。

(2) 金銭を対価とする取得条項が行使された場合におけるＡ種種類株式１株あたりの取得対価は、Ａ種配当

基準額に、金銭を対価とする取得条項が行使された日におけるＡ種種類株式１株あたりのＡ種累積未払

配当金及びＡ種経過優先配当金相当額（上記２、(1)③に準じて算定される。）を加えた金額とする。

 

８．株式の併合又は分割等

当社は、株式の併合若しくは分割をするとき、株主に募集株式若しくは募集新株予約権の割当てを受ける

権利を与えるとき、又は株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てをするときは、Ａ種種類株式につ

き、普通株式と同時に同一の割合でこれを行う。

 
９．種類株主総会の決議

定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。
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２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 6,000,000株 996,000,000 498,000,000

一般募集 ― ― ―

計(総発行株式) 6,000,000株 996,000,000 498,000,000
 

(注) １　第三者割当の方法により発行します。

２　発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、本第三者割当により増加する資本金の額は

498,000,000円、資本準備金の額は498,000,000円となります。なお、本第三者割当にて増額される予定の資

本金及び資本準備金について、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、2026年６月27日開

催の当社株主総会にて、減資を行う決議を予め実施する予定です。当該議題に係る議案が可決された場合に

は、資本金及び資本準備金の額を、本第三者割当により増加する資本金及び資本準備金の額を減少し、減少

する資本金及び資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。その結果、減少後の

資本金は100,000,000円、資本準備金は０円となります。

 
(2) 【募集の条件】

 

発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日

166 83.0 100株 2026年６月29日 ― 2026年６月29日
 

(注) １　第三者割当増資によるものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は会社法上の払込額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。

３　申込みの方法は、届出書の効力発生後、当社と割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日に以下

の払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

４　払込期日までに、割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合は、当該株式に係る割当は行われない

こととなります。

 

(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

マルシェ株式会社　管理部 大阪市阿倍野区阪南町２丁目20番14号
 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　天王寺駅前支店 大阪市天王寺区堀越町13番18号
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。
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４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

996,000,000 10,000,000 986,000,000
 

(注) １　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２　発行諸費用の概算額の内訳は、登記関連費用、事務手数料、弁護士費用、有価証券届出書等の書類作成費用

等であります。

 
(2) 【手取金の使途】

当社は、2025年６月に株式会社テンポスホールディングス（以下「テンポス」という）を割当先とする第三者割

当増資を実施し、同社の持分法適用会社となりました。当該増資は、コロナ禍以降に毀損した財務基盤の改善及び

事業基盤の再構築を主な目的としたものであり、当社はこれにより一定の財務安定性を確保するとともに、テンポ

スグループとの連携を開始し、事業再生に向けた取り組みを進めてまいりました。その結果、2023年７月31日に発

行したＡ種種類株式により確保した資金を活用し、前期において直営店７店舗の業態変更及び改装並びに直営店５

店舗の新規出店を実施いたしました。具体的には、新業態である「ええねん」「尼崎焼そば本舗」及び「ハッケン

酒場」を中心に出店しております。これらの施策及びグループ連携の推進により、既存店売上高は前年同期比

102.1％、業態変更及び改装を実施した店舗においては前年同期比120.0％前後で推移しており、一定の成果が現れ

ております。しかしながら、ＦＣ店舗数の減少や出店計画の遅れ等の構造的課題の解決には至っておらず、事業成

長の加速という観点では依然として課題を残しております。尚、過去のエクイティ・ファイナンスの現時点での充

当状況は以下の通りです。

　（最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況）

①　第三者割当によるＡ種種類株式の発行

 

(1) 払込期日 2023年７月31日

(2) 発行株式数 Ａ種種類株式290株

(3) 発行価額 １株につき1,000,000円

(4) 調達資金の額 290,000,000円

(5) 募集時における発行済株式数 8,550,400株(2023年３月31日時点)

(6) 募集後における発行済株式数
8,550,690株
※普通株式8,550,400株、Ａ種種類株式290株

(7) 割当先 近畿中部広域復興支援投資事業有限責任組合

(8) 発行時における当初の資金使途
①　事業再構築に係る出店(２億55百万円)
②　システム・IT投資(30百万円)

(9) 発行時における支出予定時期
①　事業再構築に係る出店(2023年８月～2026年３月)
②　システム・IT投資(2025年９月～2026年３月)

(10)現時点における充当状況
①　事業再構築に係る出店(２億41百万円)
②　システム・IT投資(27百万円)
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②　第三者割当による普通株式の発行

 

(1) 払込期日 2025年６月16日

(2) 発行株式数 普通株式2,000,000株

(3) 発行価額 １株につき177円

(4) 調達資金の額 354,000,000円

(5) 募集時における発行済株式数 8,550,400株(2025年３月31日時点)

(6) 募集後における発行済株式数
10,550,690株
※普通株式10,550,400株、Ａ種種類株式290株

(7) 割当先 株式会社テンポスホールディングス

(8) 発行時における当初の資金使途
①　新規出店費用(２億50百万円)
②　業態変更費用(70百万円)
③　ＦＣ事業立て直し費用(29百万円)

(9) 発行時における支出予定時期
①　新規出店費用(2025年７月～2028年３月)
②　業態変更費用(2025年７月～2028年３月)
③　ＦＣ事業立て直し費用(2025年７月～2028年３月)

(10)現時点における充当状況 現時点において充当しておりません
 

 

上記の通り、前回の第三者割当増資により調達した資金が現時点において未充当である中で、本第三者割当増資

を実施することについては、株主の皆様に影響を及ぼし得る事項であると認識しております。まず、前回の第三者

割当増資により調達した資金が未充当となっている理由については、当社においては資金調達時期に応じた使用順

序に基づき資金管理を行っており、前回第三者割当増資に先立ち実施した優先株式の発行により調達した資金（約

２億９千万円）を優先的に充当しているためであります。したがって、前回第三者割当増資により調達した資金は

未使用であるものの、これは投資計画の遅延や資金使途の変更によるものではなく、資金の使用順序に基づくもの

であり、今後の投資において段階的に充当していく予定です。具体的には、2025年６月の第三者割当増資において

は、新規出店15店舗を主な目的として約２億50百万円を調達しており、今後、上記出店計画に係る投資へ充当して

いく予定です。また、業態変更及び改装に係る投資については、今後既存店舗の改装及び業態転換を継続的に進め

ていく方針であることから、当該資金についても今後これらの投資へ順次充当していく予定です。さらに、FC事業

立て直しに係る投資については、テンポスグループが有する飲食店ネットワークを活用し、同グループより飲食店

オーナーの紹介を受けながらFC加盟開発を進めており、今後のFC加盟開発、営業体制整備及び販促活動等に係る費

用として順次充当していく予定です。一方で、当社は現在、株式会社サンライズサービス及びヤマトサカナ株式会

社が運営する業態とのコラボレーション業態を含めた新業態展開及び既存店舗改革を進めております。これに伴

い、2025年６月の第三者割当増資における出店計画とは別に、新たに新規出店15店舗の投資に加え、既存店舗20店

舗の改装・業態転換投資、人材投資及び新業態立ち上げに伴う追加投資が必要となっております。また、近時の建

築費、設備費及び人件費等の上昇により、１店舗当たりの投資額も前回資金調達時点と比較して増加しておりま

す。そのため、本第三者割当増資においては、新規出店15店舗、既存店舗20店舗の改装・業態転換を主な対象とし

て、６億６百万円の資金調達を行うものです。

当社としては、2025年６月の第三者割当増資により調達した資金についても今後計画に基づき使用していく予定

であり、本第三者割当増資は、事業再構築及び成長投資を推進するために必要な追加資金調達であると判断してお

ります。

一方で、当社においては、事業構造の再構築は現在も進行中であり、既存業態の見直しに加え、新たな取り組み

として、以下❶から❹の施策を実行することで、新業態展開及び既存店舗改革の実行力が高まるものと考えており

ます。

以上の点を踏まえ、当社としては、①前回調達資金は今後の投資に充当予定であること②事業再構築と成長投資

を同時に進める必要があること③投資機会に対応するための資金余力の確保が必要であること④本第三者割当増資

により事業の実行力が向上することから、本第三者割当増資により一定の希薄化が生じるものの、中長期的には当

該希薄化を上回る企業価値の向上が見込まれると判断し、本資金調達を実施することといたしました。

このような状況を踏まえ、当社は、前回増資を「事業基盤の再構築・安定化のための資本政策」と位置付ける一

方で、今回の増資は「テンポスグループとの連携を一層深化させ、成長戦略を加速させるための資本政策」として

実施するものであり、一連の資本政策の中で段階的に実行されるものであると認識しております。前回増資が「守
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り（再生・安定化）」を主目的としたものであるのに対し、今回増資は「攻め（成長加速・収益構造転換）」を主

目的とするものであります。

しかしながら、当期においては、2026年５月15日に公表いたしましたとおり、営業損失29百万円、経常損失　　

33百万円、当期純損失45百万円を計上し、業績回復は途上にある状況です。その主な要因として、料飲部門におけ

る既存店売上高は前年同期比102.1％と堅調に推移したものの、加盟店の退店が当初想定を上回って発生したことに

より、ロイヤリティ収入及び食材・酒類販売売上高が減少したことです。また、利益面においては、新規出店を見

据えた先行的な人員増強を実施したものの、出店計画が当初想定どおりに進捗しなかったことに加え、発送配達費

や手数料等の増加が利益を押し下げる要因となりました。

当社は、これらの状況を単なる一時的な業績の下振れではなく、「ＦＣ事業の縮小傾向への対応」及び「成長投

資の実行力強化」という構造的な課題として認識しております。既存店売上が堅調である一方で、ＦＣ店舗数の減

少による収益機会の縮小、並びに出店・投資の実行体制が十分でなかったことが、収益回復の遅れにつながってお

ります。また、当社の重要な収益基盤であるＦＣ事業においては、加盟店オーナーの高齢化や後継者不足を背景と

して店舗数の減少が継続しており、その再構築は当社の中長期的な企業価値向上における重要課題であります。当

社は、本第三者割当増資を通じて、テンポスグループが有する飲食業界における人材ネットワークや独立支援機能

等を活用し、後継者不在店舗への人材供給、新規加盟店の開拓、並びにＶＣ契約者の拡大を図ることで、ＦＣ事業

の再構築及び収益基盤の回復を推進してまいります。このような課題は、当社単独での対応には限界があることか

ら、外部パートナーとの連携による抜本的な解決が必要であると判断いたしました。

当社は、テンポスグループの経営資源を最大限活用することにより、出店戦略の高度化、新業態の創出、ＥＣ事

業の確立、人材投資の強化及びＭ＆Ａの推進等を実現し、中期経営計画の達成確度を高めることができると考えて

おります。特に、同グループが有する物件情報、購買力、商品開発力、ＥＣ基盤、人材採用・育成機能等を活用す

ることで、当社単独では実現が困難であった成長戦略の実行が可能になるものと考えております。加えて、ＦＣ事

業においては、同グループの人材ネットワーク及び独立支援機能を活用することにより、後継者問題の解消及び加

盟店数の回復を図ることが可能であると考えております。また、本第三者割当増資は、単に筆頭株主であるテンポ

スに対して追加出資を求めるものではなく、同社との資本関係を更に強化することにより、同グループの経営資源

の活用を前提とした事業運営体制へ移行することを企図するものであります。当社としては、テンポスを単なる出

資者ではなく、当社の事業成長を実現するための戦略的パートナーと位置付けております。

一方で、当社の財務状況においては、自己資本比率が依然として十分な水準とは言えず、また昨今の金利上昇環

境を踏まえると、有利子負債の増加による資金調達は財務負担の増大につながる可能性があります。そのため、今

後の成長投資資金については、財務健全性の維持・強化を図る観点から、資本性資金による調達が適切であると判

断いたしました。さらに、本第三者割当増資は、その規模及び希薄化率の観点から、既存株主の皆様に一定の影響

を及ぼすものであると認識しております。しかしながら、①当社が必要とする成長投資資金の規模に照らし、一括

して資金調達を行う必要があること②テンポスグループとの資本関係を強化することにより、同グループの経営資

源を活用した事業運営体制への転換が可能となること③ＦＣ事業の再構築及び新規出店の加速等により収益基盤の

拡大が見込まれることから、本第三者割当増資による希薄化は、中長期的には収益力及び企業価値の向上により十

分に回収可能であると考えております。加えて、本第三者割当増資により調達した資金を成長投資に充当すること

で、収益拡大及び自己資本の増強を通じた財務体質の改善が見込まれることから、１株当たり価値の向上に資する

ものであり、既存株主の利益にも資するものと判断しております。したがって、本第三者割当増資に伴う希薄化の

規模は合理的なものであると判断しております。なお、資金調達手段の選択にあたっては、金融機関からの借入、

公募増資、株主割当増資等についても検討を行いましたが、借入による調達は財務負担の増大を招くこと、公募増

資又は株主割当増資については当社の現状の業績及び株価水準を踏まえると実現可能性及び確実性の観点で課題が

あること、並びにテンポスグループとの関係強化という本資金調達の目的を達成できないことから、適切ではない

と判断いたしました。

以上の理由により、本第三者割当増資は、前回増資により構築した事業基盤を前提として、その効果を最大化

し、成長戦略の実行を加速させるための戦略的資本政策として必要不可欠なものであり、当社として最適な資金調

達手段であると判断しております。

 

具体的な資金使途 金額 支出予定時期

新規出店・既存事業のモデル転換費用 606,000,000円 2026年７月～2028年３月

ＥＣ事業の確立に要する費用 150,000,000円 2026年７月～2028年３月
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成長へ向けた人材採用に要する費用 100,000,000円 2026年７月～2028年３月

小規模のＭ＆Ａに要する費用 130,000,000円 2026年７月～2028年３月
 

(注) １　調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

 

❶　新規出店・既存事業のモデル転換費用

(充当予定額：606百万円／充当予定期間：2026年７月～2028年３月)

当社は、テンポスグループの経営資源を活用し、新規出店の加速及び既存事業の収益力向上に取り組んでまい

ります。具体的には、同グループが有する物件情報ネットワークや出店ノウハウを活用することで、優良物件の

確保及び出店スピードの向上を図るとともに、内外装コストや厨房機器調達コストの最適化を推進してまいりま

す。

新規出店については、株式会社サンライズサービス及びヤマトサカナ株式会社が運営する業態とのコラボ業態

等の新業態を中心に、15店舗の出店を計画しており、2026年７月以降順次出店し、2028年３月期までに完了する

予定です。また、既存事業においては、食事事業への転換を含めた収益性の高いモデルへの転換を進め、20店舗

の業態転換を同期間内に段階的に実施する予定です。

これらの施策により、新規収益源の創出と既存店舗の収益力向上を同時に実現し、当社の事業ポートフォリオ

の最適化及び安定的な収益基盤の構築を図ってまいります。

 
❷　ＥＣ事業の確立に要する費用

(充当予定額：150百万円／充当予定期間：2026年７月～2028年３月)

当社は、外食店舗に依存した収益構造からの転換を図るため、ＥＣ事業を「第２の売上エンジン」として確立

することを目指しております。本資金は、ＰＢ商品の開発、冷凍商品・ギフト商品の商品化、ＥＣサイト構築及

び販売促進費用等に充当する予定です。

また、テンポスグループが有するＥＣプラットフォーム及び物流機能を活用することで、販路拡大及び効率的

な販売体制の構築を図り、店舗売上に依存しない収益基盤を確立することで、収益の安定化及び事業ポートフォ

リオの多様化を推進してまいります。

 

❸　成長へ向けた人材採用に要する費用

(充当予定額：100百万円／充当予定期間：2026年７月～2028年３月)

当社は、新規出店の推進及びＦＣ事業の再構築を実現するため、店舗運営人材の確保及び育成を強化してまい

ります。本資金は、新規出店に対応する店舗スタッフ及び店長候補人材の採用費用並びに教育研修費用に充当す

る予定です。

また、ＦＣ事業においては、テンポスグループの人材紹介機能及び独立支援制度を活用し、後継者不在店舗へ

の人材供給及び新規加盟希望者の獲得を進めることで、加盟店数の回復及び拡大を図り、当社の収益基盤の強化

につなげてまいります。

 
❹　小規模のＭ＆Ａに要する費用

(充当予定額：130百万円／充当予定期間：2026年７月～2028年３月)

当社は、成長戦略の一環として、小規模なＭ＆Ａを機動的に実施することにより、事業基盤の拡大及び収益機

会の獲得を図ってまいります。本資金は、当社の既存事業とのシナジーが見込まれる飲食関連事業等を対象とし

たＭ＆Ａの取得資金に充当する予定です。取得後は、当社の店舗運営ノウハウ及びテンポスグループの経営資源

を活用することで、収益性の改善及び事業価値の最大化を図り、当社グループ全体の企業価値向上に寄与させて

まいります。

 
(補足)投資回収に関する考え方

本第三者割当増資により実施する新規出店（15店舗）については、テンポスグループの物件情報ネットワーク

の活用による初期投資の最適化、並びに同グループの購買力を活かした原価低減効果を前提としており、従来の

当社単独での出店と比較して投資効率の向上が見込まれております。また、出店にあたっては、既存実績のある

業態及びグループ内で検証された業態を中心に展開することで、早期の収益化を図る方針です。さらに、既存店

EDINET提出書類

マルシェ株式会社(E03278)

有価証券届出書（組込方式）

10/36



舗の業態転換（20店舗）を並行して実施することで、既存資産を活用した収益改善を進めることから、投資回収

リスクの分散が図られております。

これらの施策により、初期投資の回収可能性は十分に確保されていると判断しており、中期的には収益拡大を

通じて投資額を上回るキャッシュ・フローの創出が可能であると見込んでおります。

 
第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

ａ．割当予定先の概要

 

(1) 名称 株式会社テンポスホールディングス

(2) 本店の所在地 東京都大田区東蒲田二丁目30番17号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長　森下　篤史

(4) 既に提出されている直近の有価証券報告
書の提出日

2025年７月23日

(5) 既に提出されている直近の半期報告書の
提出日

2025年12月11日
※2025年12月17日に半期報告書の訂正報告書を提出しておりま
す。

(6) 当事者間の関係 出資関係
当社のＡ種種類株式290株(2026年５月15日現在)、普通株式
2,106,300株(2026年３月31日現在)を保有しております。

 
人事関係
(注)１

本日現在、当社取締役である森下篤史、清水一成は、それぞれ、
テンポスの代表取締役社長、テンポスの子会社である株式会社あ
さくまの代表取締役会長を兼務しております。尚、森下篤史は、
本第三者割当による新株式発行に係る株主総会決議の承認を条件
として、その後開催される取締役会において代表取締役会長に就
任予定であります。

 資金関係 該当事項はありません

 
技術又は取引等関係
(注)２

テンポスと当社との間には、当社で使用する店舗設備の購入、新
規出店及び改装に係る工事を依頼する等の取引があります。
当社はテンポスの持分法適用会社であり、関連当事者に該当しま
す。
当社は2026年４月20日付でテンポスの100％子会社である株式会社
サンライズサービスと業務提携契約を締結しております。

 

(注) １　当社は、親会社を有する上場会社として、独立性の確保が重要であると認識しております。

　当社の重要事項については、法令及び当社規程に基づき、当社取締役会において十分な審議を行ったうえで

決定する体制としております。また、テンポスの代表取締役社長であり、当社代表取締役会長に就任予定の森

下篤史氏は、主としてグループ全体方針及びグループ連携方針の策定を担うことを想定しており、当社の日常

的な業務執行及び個別の経営判断については、当社代表取締役社長である加藤洋嗣氏が主体的に判断及び執行

を行う体制としております。そのため、森下氏が当社の個別業務執行に深く関与することは想定しておらず、

両社における適切な経営体制を維持してまいります。

さらに、当社は現在、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しており、このうち社外取締役１名及び社

外監査役２名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、本株主総会終結の時を

もって独立役員である社外取締役１名が退任予定でありますが、引き続き社外取締役１名及び独立役員である

社外監査役２名による監督及び意見表明を通じて、経営の監督機能及び独立性の確保に努めてまいります。

２　当社は、親会社との間で取引を行う場合には、一般の取引条件と同様の水準で行うことを基本方針としてお

ります。取引条件の決定にあたっては、他の取引先からの相見積もり取得等を通じて価格及び条件比較を行

い、その合理性及び妥当性を確認したうえで意思決定を行っております。また、親会社とは、今後、内装・外

装工事費用及び設備投資に係る取引を行う予定であり、これらの取引の直近の取引実績を踏まえ、年間取引上

限額を１億５千万円として設定し、取締役会において事前承認を行うこととしております。当該取引の進捗状

況については、四半期ごとに取締役会へ報告を行い、継続的な監督を実施してまいります。なお、当該上限額

を超過する見込みが生じた場合には、改めて取締役会においてその必要性及び合理性を審議のうえ承認を行う

予定です。

利益相反が生じ得る案件については、森下氏は当該案件に関する審議及び決議に参加しないこととしており

ます。また、親会社との取引については、取引条件の妥当性確認、取締役会による事前承認及び継続的監督を

実施いたします。なお、当社とテンポスは主たる事業領域が異なっており、現時点において競業関係にはない

ものと認識しておりますが、仮に競業取引が生じる場合には、会社法に基づく承認手続を行うことにより、そ

れぞれの会社に対する忠実義務及び善管注意義務を踏まえ、各社の利益相反及び機会衝突に十分留意しながら

適切に職務を遂行してまいります。さらに、社外監査役である独立役員による監督及び意見表明を通じて、少

数株主の利益を害することのないよう対応してまいります。

 
ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

当社と割当予定先との間の関係においては、前表(6)を参照ください。

 

ｃ．割当予定先の選定理由

当社は、本第三者割当増資の割当予定先の選定にあたり、当社の中長期的な企業価値向上に資する資本提携先で
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あるかどうかを最も重視して検討を行いました。

テンポスは、飲食業界に特化した物販・情報・人材・ＥＣ等の各機能をグループ内に有しており、また全国規模

での出店支援及び物件情報ネットワークを有しております。さらに、同社は当社と同様の外食事業における経営ノ

ウハウを有していることから、当社の課題である新規出店の加速、既存事業の収益性改善及びＦＣ事業の再構築を

実現する上で、高いシナジーが見込まれる企業であります。

当社は、前回の第三者割当増資によりテンポスとの資本関係を構築し、同社の持分法適用会社となっております

が、その後の事業環境の変化及び当社の業績状況を踏まえると、同社との連携を更に深化させ、同社の経営資源を

より一層活用可能な体制を構築することが、当社の成長戦略の実現に不可欠であると判断いたしました。また、当

社は既にテンポスとの間で取引関係及び人的関係を有しており、単なる資金提供にとどまらず、実務レベルでの連

携が可能な体制が構築されていることから、資本提携によるシナジーの早期実現が見込まれる点も重要な要素であ

ります。特に、同社が有する物件情報ネットワークを活用した出店力の強化、購買力を活かしたコスト低減、人材

紹介機能を通じた人材確保及びＥＣプラットフォームの活用による収益源の多様化は、当社単独では実現が困難で

あり、本第三者割当増資により資本関係を強化することで初めて実現可能となるものであります。

以上の理由から、当社は、テンポスは単なる既存株主としてではなく、当社の成長戦略を共に推進する戦略的

パートナーとして最適な割当予定先であると判断し、同社を割当予定先として選定いたしました。

 

ｄ．割り当てようとする株式の数

 

割当予定先 割当株式数

株式会社テンポスホールディングス 新株 6,000,000株
 

 

 

ｅ．株券等の保有方針

当社は、割当予定先の本株式に係る保有方針について、払込期日前までに書面により確認する予定であります。

また、当社は、割当予定先より、払込期日から2年以内に本株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当

社に書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆

の縦覧に供されることについての確約書を取得する予定であります。

 

ｆ．振込に要する資金等の状況

当社は、テンポスより、本第三者割当による払込金額（発行価額）総額の振込に要する資金は確保している旨、

口頭で報告を受けております。また、当社は、テンポスの2026年４月期中半期報告書（自2025年５月１日　至　

2025年10月31日）における中間連結貸借対照表の確認により、同社が本株式の払込みに要する充分な現預金を保有

していることを確認し、当社としてかかる払込みに支障はないと判断しております。

 

ｇ．割当予定先の実態

割当予定先は、東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場しており、同社が東京証券取引所に提出したコー

ポレート・ガバナンスに関する報告書(最終更新日2025年12月11日)の「Ⅳ　内部統制システム等に関する事項」

「２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」において、反社会的勢力排除に向けた基本的

な考え方及びその整備状況を確認しております。よって、当社は、割当予定先及びその役員及び主要株主が反社会

的勢力等とは一切関係が無いと判断いたしました。
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ｈ．特定引受人に関する事項

本第三者割当により、割当予定先である株式会社テンポスホールディングスは、会社法第206条の2第1項に規定す

る特定引受人に該当する見込みであるため、以下のとおり記載いたします。

 

(a) 特定引受人の氏名又は名称及び住所
(名称)株式会社テンポスホールディングス
(住所)東京都大田区東蒲田二丁目30番17号

(b) 特定引受人がその引き受けた募集株
式の株主となった場合に有すること
となる議決権の数

81,063個

(c) 上記(b)の募集株式に係る議決権の
数

81,063個

(d) 募集株式の引受人の全員がその引き
受けた募集株式の株主となった場合
における総株主の議決権の数

160,223個

(e) 特定引受人に対する募集株式の割当
てに関する取締役会の判断及びその
理由

下記「６　大規模な第三者割当の必要性　(1) 大規模な第三者割当を
行うこととした理由及び大規模な第三者割当による既存株主への影響
についての取締役会の判断の内容」をご参照ください。

(f) 上記(e)の取締役会の判断が社外取
締役の意見と異なる場合には、その
意見

取締役会の判断は、社外取締役の意見と異なりません。

(g) 特定引受人に対する募集株式の割当
てに関する監査委員会の意見

下記「６　大規模な第三者割当の必要性　(2) 特定引受人に対する募
集株式の割当てに関する監査役の意見」をご参照ください。

 

 

２ 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。
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３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

本第三者割当増資における発行価格は、割当予定先との協議及び交渉を重ねた結果、本新株式に係る取締役会決

議日の直前営業日（2026年５月15日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値である166円といたしました。

上記発行価格は、直近の市場価額に基づくものが合理的であること及び、日本証券業協会「第三者割当増資の取

扱いに関する指針」（2010年４月１日付、以下、「日証協指針」といいます。）によれば、第三者割当により株式

の発行を行う場合には、その払込金額は原則として株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価格（直前日におけ

る売買がない場合は、当該直前日から遡った直近日の価額）に0.9 を乗じた額以上の価額であるべきことを基準と

して決定することとされていることから、本第三者割当増資の発行価格を決定する際にも、取締役決議日の直前取

引日の終値を基準といたしました。

なお、当該発行価格の当該直前営業日までの１ヶ月間の終値平均166.22円に対する乖離率は0.13%、当該直前営業

日までの３ヶ月間の終値平均173.25円に対する乖離率は4.18%、当該直前営業日までの６ヶ月間の終値平均183.25円

に対する乖離率は9.41%となっております。これは、日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に照

らしても、特に有利な金額には該当しないものと判断しております。

以上のことから、当社取締役会においては、本第三者割当増資の目的、他の調達手段の選択肢を考慮するととも

に、本第三者割当増資の発行条件について十分に討議、検討を行い、本第三者割当増資における発行価格は、適正

かつ妥当な価額であり、有利発行には該当しないものと判断いたしました。

 
(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

本第三者割当増資により発行する普通株式数は6,000,000株（議決権の数60,000個）であり、2026年３月31日時点

における当社の発行済普通株式総数10,550,400株（総議決権数100,223個）に対して56.87％（議決権総数に対する

割合は59.87％）の割合で希薄化が生じます。

しかしながら、本第三者割当増資により調達する資金は、新規出店（15店舗）及び既存店舗の業態転換（20店

舗）を中心とした収益基盤の拡大並びに収益性の改善に充当されるものであり、当該施策の実行により中長期的な

収益力の向上が見込まれております。また、当該投資は当社単独では実現が困難であり、本第三者割当増資により

実行可能となるものです。取引所の定める有価証券上場規程第432条において、①希薄化率が25％以上となるとき又

は②支配株主が異動することになるときには、ａ．経営者から一定程度独立した者による当該割当ての必要性及び

相当性に関する意見の入手又はｂ．当該割当てに係る株主総会の決議などによる株主の意思確認が必要であること

から、本第三者割当増資については、既存株主の皆様への影響の重要性に鑑み、2026年６月27日開催予定の定時株

主総会に付議し、その承認を得る予定であり、株主意思を反映する手続を確保しております。

本第三者割当は、上記４〔新規発行による手取金の使途〕(2) 〔手取金の使途〕に記載のとおり、中長期的には

上記の希薄化を上回る当社の企業価値の向上につながるものと考えられるため、今回の資金調達は、これに伴う希

薄化を考慮しても、既存株主の株式価値向上に寄与するものと考えられ、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理

的であると判断いたしました。

 
４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

(1) 大規模な第三者割当に該当する旨及びその理由

当社は、収益基盤の拡大並びに収益性の改善を通じた中長期的な企業価値向上を実現するため、新規出店の加

速、既存事業のモデル転換、ＥＣ事業の確立、人材投資及びＭ＆Ａの推進を行う必要があると判断し、これらの施

策に充当する資金の確保を目的として本第三者割当増資を実施することといたしました。本第三者割当増資は、①

希薄化率が25％以上となるとき又は②支配株主が異動することになるときに当たる為、「企業内容等の開示に関す

る内閣府令　第２号様式　記載上の注意(23－６)」に規定する大規模な第三者割当に該当いたします。

資金調達手段については、金融機関からの借入、公募増資及び株主割当増資等について検討を行いましたが、借

入による調達は財務負担の増加につながること、公募増資及び株主割当増資は当社の業績及び株価水準を踏まえる

と実行の確実性に課題があること、並びに事業パートナーとの関係強化という本第三者割当増資の目的を達成でき

ないことから、いずれも適切ではないと判断いたしました。

その結果、当社は、筆頭株主であり当社事業とのシナジーが見込まれるテンポスに対する第三者割当増資が、資

金調達の確実性及び事業戦略上の合理性の観点から最適であると判断いたしました。
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５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

総議決権数に
対する所有
議決数の
割合(％)

割当後の
所有株式数
(株)

割当後の
総議決権数に
対する所有
議決権数の
割合(％)

株式会社テンポスホール
ディングス

東京都大田区東浦田２－30
－17

2,106,300 21.02 8,106,300 50.59

チムニー株式会社
東京都墨田区亀沢１－１－
15

954,500 9.52 954,500 5.96

アサヒビール株式会社
東京都墨田区吾妻橋１－23
－１

611,500 6.10 611,500 3.82

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
１－２－10

421,900 4.21 421,900 2.63

株式会社三井住友銀行
東京都千代田区丸の内１－
１－２

160,200 1.60 160,200 1.00

株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区六本木１－６－
１

143,155 1.43 143,155 0.89

株式会社ＳＢＩネオトレー
ド証券

東京都港区六本木１－６－
１　泉ガーデンタワー29階

142,300 1.42 142,300 0.89

谷垣　雅之 大阪府大阪狭山市 141,176 1.41 141,176 0.88

株式会社中野外食サプライ
大阪府堺市中区八田北町10
－９

110,000 1.10 110,000 0.69

東京短資株式会社
東京都中央区日本橋室町４
－４－10

109,000 1.09 109,000 0.68

計 ― 4,900,031 48.89 10,900,031 68.03
 

(注) １　「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、基準日である2026年３月31日現在の株

主名簿を基準として記載しております。

２　「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2026年３月31日現在

の総議決権数に、本第三者割当増資により増加する当社普通株式6,000,000株に係る議決権の数60,000個を

加えて算定しております。

３　割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割

合」は、小数点以下第３位を四捨五入して表示しております。

４　当社は、自己株式522,163株(2026年３月31日現在)を保有しておりますが、上記大株主から除いておりま

す。

 
６ 【大規模な第三者割当の必要性】

(1) 大規模な第三者割当を行うこととした理由及び大規模な第三者割当による既存株主への影響についての取締役会

の判断の内容

本第三者割当増資により、当社普通株式6,000,000株を発行する予定であり、2026年３月31日現在の当社の発行済

株式総数に対して56.87％（議決権ベースでは59.87％）の希薄化が生じます。また、本第三者割当増資における割

当予定先であるテンポスは、本第三者割当増資の実行により当社の議決権の過半数を保有する見込みであり、会社

法第206条の２第１項に規定する特定引受人に該当する可能性があります。

当社取締役会は、かかる大規模な希薄化及び支配株主の異動を伴う本第三者割当増資について、既存株主の皆様

に与える影響の重大性を十分に認識した上で、以下の観点からその必要性及び相当性について慎重に検討を行いま

した。

まず、本第三者割当増資の必要性については、当社が直面する経営課題である収益基盤の再構築及び成長投資の

実行に必要な資金を確保するためには、一定規模の資本性資金の調達が不可欠であり、かかる資金調達を確実に実

現する手段として本第三者割当増資は合理性を有するものと判断いたしました。

次に、他の資金調達手段との比較においては、金融機関からの借入は財務レバレッジの上昇による財務リスクの

増大を招くこと、公募増資及び株主割当増資については当社の業績及び株価水準を踏まえると十分な資金を確実に

調達することが困難であることから、本第三者割当増資に比して適切な手段とはいえないと判断いたしました。さ

らに、本第三者割当増資は、単なる資金調達にとどまらず、割当予定先との資本関係の強化を通じて、同社の経営

資源の活用、事業ノウハウの共有及び協業の推進を可能とするものであり、当社の中長期的な企業価値向上に資す

る戦略的意義を有するものであると判断しております。

発行条件の相当性については、発行価格を取締役会決議日の直前営業日の市場株価を基準として決定しており、

特定の割当予定先に有利な条件には該当しないものと判断しております。また、本第三者割当増資により支配株主
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の異動が生じる点については、既存株主の皆様への影響の重要性に鑑み、株主総会における承認を得ることにより

株主意思を反映する手続を確保するとともに、独立社外取締役の関与及び利益相反管理体制の整備を通じて、経営

の独立性を確保する方針としております。

以上の検討を踏まえ、当社取締役会は、本第三者割当増資による希薄化及び支配株主の異動という影響を考慮し

てもなお、本第三者割当増資は当社の中長期的な企業価値の向上に資するものであり、結果として既存株主の利益

にも資するものであることから、その必要性及び相当性が認められると判断いたしました。

 
(2) 特定引受人に対する募集株式の割当てに関する監査役の意見

当社監査役会は、2026年５月18日開催の取締役会において決議予定の株式会社テンポスホールディングスに対す

る第三者割当による新株式の発行（以下、「本第三者割当増資」といいます。）について、会社法第206条の２第１

項に規定する特定引受人に該当する可能性があることを踏まえ、本第三者割当増資の必要性及び相当性について慎

重に検討を行いました。

その結果、本第三者割当増資は、収益基盤の拡大並びに収益構造の転換を含む収益性の改善を目的とするもので

あり、当社の中長期的な企業価値向上に資すると期待できることから、その必要性が認められると判断いたしまし

た。資金調達手段の選択にあたっては、金融機関からの借入、公募増資、株主割当増資等については、借入による

調達は財務負担の増大を招くこと、公募増資又は株主割当増資等については当社の現状の業績及び株価水準を踏ま

えると実現可能性及び確実性の観点で課題があること、並びにテンポスグループとの関係強化という本資金調達の

目的を達成できないことから、適切ではないと判断いたしました。また、資金使途については具体的かつ合理的な

内容であり、当社の成長戦略の実現に資するものであること、発行価格については取締役会決議日の直前営業日の

市場株価を基準として決定されており、特定の割当予定先に有利な条件には該当しないことから、発行条件の相当

性も認められると判断いたしました。

さらに、本第三者割当増資により一定の希薄化が生じるものの、当該資金調達により期待される収益力の向上及

び企業価値の向上に鑑みれば、既存株主の利益を不当に害するものではないと判断しております。加えて、本第三

者割当増資については、既存株主の皆様への影響の重要性に鑑み、2026年６月27日開催予定の定時株主総会に付議

し、その承認を得る予定であることから、株主意思を反映する手続も確保されております。

以上の理由により、当社監査役会は、本第三者割当増資の実施について相当である旨の意見を表明いたします。

 
(3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程

当社は、本第三者割当増資の検討にあたり、その必要性、資金調達手段の適切性、発行条件の妥当性及び既存株

主への影響について、取締役会において慎重に検討及び議論を行いました。また、本第三者割当増資の公正性及び

妥当性を確保する観点から、第三者委員会の設置の要否についても検討を行いました。

その結果、本第三者割当増資における発行価格は、取締役会決議日の直前営業日の市場株価を基準として決定し

ており、特定の割当予定先に有利な発行条件には該当しないこと、また資金使途についても具体的かつ合理的な内

容であることから、発行条件の公正性は一定程度担保されているものと判断いたしました。さらに、本第三者割当

増資の必要性及び相当性については、取締役会において十分な検討を行うとともに、監査役会においてもその適法

性及び相当性について審議が行われております。加えて、当社は、本第三者割当増資の検討過程において、外部専

門家である顧問弁護士より、発行条件の妥当性及び手続の適法性に関する助言を受けております。また、取引所の

定める有価証券上場規程第432条において、①希薄化率が25％以上となるとき又は②支配株主が異動することになる

ときには、ａ．経営者から一定程度独立した者による当該割当ての必要性及び相当性に関する意見の入手又はｂ．

当該割当てに係る株主総会の決議などによる株主の意思確認が必要であることから、本第三者割当増資は既存株主

の皆様への影響の重要性に鑑み、株主総会において承認を得ることを予定しており、株主意思を反映する手続も確

保しております。

これらの点を総合的に勘案し、当社は、第三者委員会を設置せずとも、本第三者割当増資の公正性及び妥当性は

十分に確保されているものと判断いたしました。

以上の検討過程を経て、当社は本第三者割当増資の実施を決定いたしました。

 
(4) 支配株主の異動を伴うものであること及び当該異動後のガバナンス体制

本新株式発行の結果として、当社はテンポスの上場子会社となり、テンポスは当社の支配株主に該当することに

なります。株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第601条第１項第９号の２により、第三者割当により

支配株主が異動した場合において、３年以内に支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると東京証

券取引所が認めるときは、上場が廃止となります。
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当社と同社との間には、同社の役職員が当社の取締役を兼務している人的関係が存在しております。

当社は、当該人的関係を含めた親会社との関係において、少数株主の利益保護及び経営の独立性確保が重要であ

ると認識しており、以下の方針に基づき適切なガバナンス体制を構築・運用してまいります。当社は、親会社との

間で取引を行う場合には、一般の取引条件と同様の水準で行うことを基本とし、その取引の合理性及び公正性につ

いて十分に検証した上で意思決定を行います。また、重要な取引については、取締役会において社外取締役及び独

立役員である社外監査役２名の意見も踏まえ、少数株主の利益を害することのないよう慎重に審議を行ってまいり

ます。さらに、親会社との間の利益相反取引については、利害関係を有する取締役を除いた取締役会における審

議・決議を経て実施するとともに、その実施状況について定期的に取締役会へ報告を行う体制としており、適切な

監督を行っております。加えて、人的関係に起因する利益相反を防止する観点から、親会社又はその関係会社と利

害関係を有する取締役は、当該議案の審議及び決議に参加しないこととしております。これらのガバナンス体制に

おいては、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に盛り込む予定であります。

当社は、これらの体制により、親会社の影響を受けつつも上場会社としての独立性を維持し、少数株主の利益を

不当に害することのないよう適切な経営を行ってまいります。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

第１ 【公開買付け又は株式交付の概要】

 

該当事項はありません。

 

第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 

第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会

社との重要な契約)】

 

該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】

 

１．事業等のリスクについて

「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書(第53期、提出日2025年６月23日)及び半期報告書(第54期中、提出日

2025年11月14日)(以下「有価証券報告書等」という。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2026年５月18日)まで

の間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありま

せん。

 

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2026年５月18日)現

在においても変更の必要はないものと判断しております。

 
２．臨時報告書の提出

後記「第四部　組込情報」に掲げた有価証券報告書(第53期、提出日2025年６月23日)の提出日以降、本有価証券届

出書提出日(2026年５月18日)までの間において、以下の臨時報告書を近畿財務局長に提出しております。

 
(2025年６月23日提出の臨時報告書)

１　提出理由

当社は、2025年６月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 
２　報告内容

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月22日

 
(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

定款を以下の通り、一部変更する。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款 変更案

(目的) (目的)

第２条　(条文省略) 第２条　(現行どおり)

(1)～(30)(条文省略) (1)～(30)(現行どおり)

(新　　設) (31)登録支援機関として行う特定技能外国人支援事業

(新　　設) (32)職業安定法に基づく有料職業紹介事業

(31)(条文省略) (33)(現行どおり)
 

 

第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

早期に財務体質の改善を図り、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備える為、会社法第447条第１項及び第448

条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えた後、その他資本

剰余金を減少し、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。尚、資本金及び資本準備金の額の減少の効力が

生ずる日は2025年７月31日を予定しております。

 

１．減少すべき資本金の額

第三者割当増資による新株式発行により、資本金の額が177,000,000円増加しております。増加後の資本金の

額277,000,000円から177,000,000円減少して、100,000,000円とします。
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２．減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額177,000,000円を177,000,000円減少して、０円とします。

 

３．本資本金等の額の減少の方法

会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき本資本金等の額の減少を上記のとおり行ったうえ

で、それぞれの全額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えます。

 

４．剰余金の処分の内容

当期は、営業利益、経常利益、当期純利益とも、黒字化を図ることができましたが、長期に亘る新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響で悪化した財政体質を健全化していくことを最重要課題であると捉え、現状の業績

数値や今後の業績見通しを総合的に勘案し、当期の普通株式に係る配当は無配とさせていただきます。

2023年７月に第三者割当により発行したＡ種種類株式に係る当期配当につきましては、当社定款に基づく金

額での配当を実施いたします。

 

イ　株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

普通株式　　：無配

Ａ種種類株式：１株につき金 80,000円　総額 23,200,000円

ロ　効力発生日

2025年６月23日

 

第３号議案　取締役　６名選任の件

取締役として、加藤洋嗣、熨斗和之、森下篤史、清水一成、持永政人、茨田篤司を選任する。

 

第４号議案　監査役　１名選任の件

監査役として、岩田潤を選任する。

 
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
定款一部変更の件

40,329 1,210 0 (注)１ 可決 96.0％

第２号議案
資本金及び資本準備金
の額の減少並びに剰余
金の処分の件

39,691 1,849 0 (注)１ 可決 94.4％

第３号議案
取締役６名選任の件

   (注)２   

加藤　洋嗣 39,684 1,856 0

 

可決 94.4％

熨斗　和之 39,763 1,777 0 可決 94.6％

森下　篤史 39,599 1,941 0 可決 94.2％

清水　一成 39,801 1,739 0 可決 94.7％

持永　政人 39,782 1,758 0 可決 94.7％

茨田　篤司 39,810 1,730 0 可決 94.7％

第４号議案
監査役１名選任の件

40,217 1,323 0 (注)２ 可決 95.7％
 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前々日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認

ができていない議決権数は加算しておりません。

 
３．最近の業績の概要

2026年５月15日に開示いたしました「2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」に掲載されている第54期

(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)会計年度の財務諸表は、以下のとおりであります。なお、金融商品取引

法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査を終了しておりませんので、監査報告書は受領しておりません。

 
(1) 貸借対照表

           (単位：千円)
          

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,116,357 1,429,081

  売掛金 292,320 297,139

  商品及び製品 58,233 70,159

  原材料及び貯蔵品 23,145 25,600

  前払費用 38,410 41,506

  未収入金 52,687 104,455

  その他 7,009 6,026

  貸倒引当金 △4,570 △4,479

  流動資産合計 2,583,592 1,969,489

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 195,504 246,003

   構築物（純額） 23 22

   工具、器具及び備品（純額） 34,627 33,438

   土地 149,366 149,366

   有形固定資産合計 379,521 428,831

  無形固定資産 58,483 39,881

  投資その他の資産   

   投資有価証券 32,523 41,718

   出資金 40 40

   長期貸付金 8,953 4,843

   破産更生債権等 12,049 12,049

   長期前払費用 2,614 8,898

   繰延税金資産 11,753 16,284

   差入保証金 300,679 296,202

   その他 58,933 66,754

   貸倒引当金 △22,212 △18,103

   投資その他の資産合計 405,335 428,687

  固定資産合計 843,340 897,400

 資産合計 3,426,932 2,866,890
 

 
 
 
           (単位：千円)
          

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)
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負債の部   

 流動負債   

  買掛金 221,914 233,839

  短期借入金 1,612,006 900,959

  1年内返済予定の長期借入金 45,000 112,620

  未払金 215,214 214,572

  未払費用 3,626 2,375

  未払法人税等 10,745 8,047

  前受金 9,845 2,135

  預り金 31,529 31,703

  前受収益 14,929 15,239

  契約負債 7,669 7,808

  賞与引当金 17,253 9,513

  資産除去債務 7,301 3,526

  その他 23,048 35,440

  流動負債合計 2,220,084 1,577,781

 固定負債   

  長期借入金 356,501 200,000

  資産除去債務 97,733 99,207

  長期預り保証金 261,878 240,430

  その他 80,651 48,201

  固定負債合計 796,764 587,838

 負債合計 3,016,848 2,165,620

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 100,000 100,000

  資本剰余金   

   その他資本剰余金 699,573 1,053,573

   資本剰余金合計 699,573 1,053,573

  利益剰余金   

   利益準備金 2,320 4,640

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 44,347 △26,466

   利益剰余金合計 46,667 △21,826

  自己株式 △453,393 △453,393

  株主資本合計 392,848 678,354

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 17,235 22,915

  評価・換算差額等合計 17,235 22,915

 純資産合計 410,083 701,269

負債純資産合計 3,426,932 2,866,890
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(2) 損益計算書

           (単位：千円)
          前事業年度

(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

売上高 4,581,766 4,767,664

売上原価 1,792,271 1,870,411

売上総利益 2,789,494 2,897,253

販売費及び一般管理費 2,744,850 2,927,047

営業利益又は営業損失（△） 44,643 △29,793

営業外収益   

 受取利息 1,258 2,684

 受取配当金 837 1,161

 受取家賃 9,840 9,840

 解約返戻金 746 554

 賃貸収入 5,064 4,770

 受取協力金 1,000 -

 受取保険料 4,740 837

 その他 7,060 10,602

 営業外収益合計 30,547 30,450

営業外費用   

 支払利息 35,346 29,379

 貸倒引当金繰入額 6,510 -

 損害賠償金 205 113

 株式交付費 - 4,242

 その他 391 821

 営業外費用合計 42,455 34,558

経常利益又は経常損失（△） 32,736 △33,901

特別利益   

 固定資産売却益 7,472 3,230

 資産除去債務戻入益 4,392 -

 特別利益合計 11,865 3,230

特別損失   

 固定資産除却損 30 233

 固定資産売却損 - 1,157

 減損損失 - 15,509

 賃貸借契約解約損 1,760 -

 特別損失合計 1,790 16,900

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 42,811 △47,571

法人税、住民税及び事業税 8,333 5,767

法人税等調整額 △476 △8,044

法人税等合計 7,856 △2,276

当期純利益又は当期純損失（△） 34,955 △45,294
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(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余

金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 100,000 - 699,573 699,573 - 34,912 34,912

当期変動額        

新株の発行        

剰余金の配当      △23,200 △23,200

利益準備金の積立     2,320 △2,320 -

減資        

欠損填補        
当期純利益又は当期純

損失（△）
     34,955 34,955

自己株式の取得        
株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
       

当期変動額合計 - - - - 2,320 9,435 11,755

当期末残高 100,000 - 699,573 699,573 2,320 44,347 46,667
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △453,386 381,099 13,000 13,000 394,099

当期変動額      

新株の発行  -   -

剰余金の配当  △23,200   △23,200

利益準備金の積立  -   -

減資  -   -

欠損填補  -   -

当期純利益又は当期純

損失（△）
 34,955   34,955

自己株式の取得 △6 △6   △6

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
  4,235 4,235 4,235

当期変動額合計 △6 11,748 4,235 4,235 15,983

当期末残高 △453,393 392,848 17,235 17,235 410,083
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 当事業年度(自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余

金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 100,000 - 699,573 699,573 2,320 44,347 46,667

当期変動額        

新株の発行 177,000 177,000  177,000    

剰余金の配当      △23,200 △23,200

利益準備金の積立     2,320 △2,320 -

減資 △177,000 △177,000 354,000 177,000    

欠損填補        
当期純利益又は当期純

損失（△）
     △45,294 △45,294

自己株式の取得        
株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
       

当期変動額合計 - - 354,000 354,000 2,320 △70,814 △68,494

当期末残高 100,000 - 1,053,573 1,053,573 4,640 △26,466 △21,826
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △453,393 392,848 17,235 17,235 410,083

当期変動額      

新株の発行  354,000   354,000

剰余金の配当  △23,200   △23,200

利益準備金の積立  -   -

減資      

欠損填補      
当期純利益又は当期純

損失（△）
 △45,294   △45,294

自己株式の取得      
株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
  5,680 5,680 5,680

当期変動額合計 - 285,505 5,680 5,680 291,186

当期末残高 △453,393 678,354 22,915 22,915 701,269
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(4) キャッシュ・フロー計算書

           (単位：千円)
          前事業年度

(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 42,811 △47,571

 減価償却費 66,146 75,656

 賞与引当金の増減額（△は減少） 2,386 △7,740

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,037 △4,201

 受取利息及び受取配当金 △2,095 △3,845

 支払利息 35,346 29,379

 株式交付費 - 4,242

 固定資産売却損益（△は益） △7,472 △2,073

 固定資産除却損 30 233

 資産除去債務戻入益 △4,392 -

 減損損失 - 15,509

 売上債権の増減額（△は増加） △334 △5,917

 棚卸資産の増減額（△は増加） △12,415 △14,381

 仕入債務の増減額（△は減少） △167,048 11,925

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 39,412 △41,492

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △33,602 4,919

 その他 △17,018 △57,282

 小計 △54,210 △42,638

 利息及び配当金の受取額 1,860 3,624

 利息の支払額 △36,079 △29,263

 法人税等の支払額 - △8,226

 法人税等の還付額 5,600 -

 営業活動によるキャッシュ・フロー △82,827 △76,503

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 差入保証金の差入による支出 △11,093 △14,315

 差入保証金の回収による収入 17,455 4,343

 有形固定資産の取得による支出 △97,749 △129,020

 有形固定資産の売却による収入 7,472 10,961

 無形固定資産の取得による支出 △20,909 -

 資産除去債務の履行による支出 △303 -

 その他 △7,981 △9,370

 投資活動によるキャッシュ・フロー △113,108 △137,401

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △179,106 △711,047

 長期借入金の返済による支出 △22,388 △88,881

 株式の発行による収入 - 349,757

 配当金の支払額 △23,200 △23,200

 自己株式の取得による支出 △6 -

 財務活動によるキャッシュ・フロー △224,700 △473,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △420,636 △687,275

現金及び現金同等物の期首残高 2,536,994 2,116,357

現金及び現金同等物の期末残高 2,116,357 1,429,092
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(5) 財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

 
(持分法損益等)

該当事項はありません。

 
(セグメント情報等)

　当社は、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
(１株当たり情報)

前事業年度
(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

１株当たり純資産額　　 　12円07銭 １株当たり純資産額　　 　 38円70銭

１株当たり当期純利益金額　1円46銭 １株当たり当期純損失金額　△7円13銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失
であるため記載しておりません。

 

 
 (注)１．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

　　当期純利益金額又は当期純損失金額（△）(千円) 34,955 △45,294

　　普通株主に帰属しない金額(千円) 23,200 23,200

　　普通株式に係る当期純利益金額又は
 　　当期純損失（△）(千円)

11,755 △68,494

　　期中平均株式数(千株) 8,028 9,611
 

 
２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

　　純資産の額(千円) 410,083 701,269

　　純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 313,200 313,200

　　(うち優先株式払込金額)(千円) 290,000 290,000

　　(うち未払優先配当額)(千円) 23,200 23,200

　　普通株式に係る期末の純資産額(千円) 96,883 388,069

　　１株当たり純資産額の算定に用いられた
　　期末の普通株式の数(千株)

8,028 10,028
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第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 

有価証券報告書
事業年度　　　　　自　2024年４月１日
(第53期)　　　　　至　2025年３月31日

2025年６月23日
近畿財務局長に提出

半期報告書
事業年度　　　　　自　2025年４月１日
(第54期中)　　　　至　2025年９月30日

2025年11月14日
近畿財務局長に提出

 

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して提

出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)

Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第六部 【特別情報】

 
第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

2025年６月23日

マルシェ株式会社

取締役会　御中

 

監査法人やまぶき
 

大阪事務所

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 平　　野　　泰　　久  

 

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 高　　田　　雄　　介  

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるマルシェ株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの第53期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表

について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マル

シェ株式会社の2025年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項（重要な会計上の見積り）（有形固定資産、
無形固定資産に対する減損）に記載のとおり、会社の
2025年３月31日に終了する事業年度の貸借対照表におい
て、有形固定資産379,521千円、無形固定資産58,483千
円が計上されており、これらの合計金額は総資産の
12.8%を占めている。
 
会社は、主に居酒屋チェーンを展開しており、キャッ
シュ・フローを生み出す最小の単位を店舗として、減損
の兆候判定に係る検討を実施している。減損の兆候判定
に係る検討は、会計システムから出力される店舗別損益
を基礎として、本社費等の配賦計算を行った上で実施さ
れることから、店舗別損益の把握から本社費等の配賦計
算までが適切に実施される必要がある。
 
会社が属する居酒屋業界は、新型コロナウイルス感染
症の収束後の生活様式の変化や原材料価格・光熱費の高
騰など厳しい経営環境が続いているものの、新業態にお
ける来店客数の増加、及び客単価の上昇により、当事業
年度においては、減損の兆候は識別されていない。
 
しかしながら、会社が保有する固定資産は金額的重要
性が高く、減損損失が計上された場合には、財務諸表に
重要な影響を与える可能性があることから、当監査法人
は、固定資産の減損の兆候判定に係る検討が、監査上の
主要な検討事項に該当するものと判断した。
 

当監査法人は、固定資産の減損の兆候判定に係る検討
にあたり、主に以下の監査手続を実施した。
 
(1) 内部統制の評価
・減損の兆候判定における店舗別損益の出力源泉である
店舗管理システム及び会計システムの信頼性を検討する
ために、IT全般統制の整備及び運用状況を評価した。
・減損の兆候判定における店舗別損益の入力の正確性を
確認するため、関連する業務プロセスの整備及び運用状
況を評価した。
 
(2) 減損の兆候判定に係る検討
・グルーピングの方針が事業の実態と整合していること
を確認するため、会議体における報告資料の閲覧を実施
した。
・減損の兆候を示唆する事象や経営上の判断の有無を把
握するために、重要な会議体の議事録・稟議書の閲覧及
び経営者への質問を実施した。
・本社費等の配賦計算について、配賦基準が事業の実態
に整合していることを確認した。
・減損の兆候判定資料に集計された店舗別損益の正確性
及び網羅性を確認するため、監査人が独自に集計した結
果との突合を実施した。
・本社費等の配賦計算について、本社費の集計及び配賦
計算が正確に実施されていることを検証するために再計
算を実施した。
 

 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営

者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容

の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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その他の事項

会社の2024年３月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人

は、当該財務諸表に対して2024年６月24日付で無限定適正意見を表明している。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

EDINET提出書類

マルシェ株式会社(E03278)

有価証券届出書（組込方式）

32/36



 

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、マルシェ株式会社の2025年３

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、マルシェ株式会社が2025年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。

 
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査

業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（３）【監査の状況】に

記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
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(注) １　上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年11月14日

マルシェ株式会社

取締役会  御中

監査法人やまぶき

      　大阪事務所
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 平野　泰久  

 

 
　

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 高田　雄介  

 

 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマルシェ株式会

社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第54期事業年度の中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記につ

いて期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、マルシェ株式会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計

期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認

められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用され

る規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務

諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。

また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務

諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日
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までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が

ある。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していない

と信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかど

うかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以  上

 
 

（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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